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居宅サービス計画の提供を依頼し、社会参加等に資する取組の実施状況を確認するとともに、

電話等を用いて、前記と同様の内容を確認すること。 

 ⑥ 「３月以上継続する見込みであること」の確認に当たって得られた情報については、リハ

ビリテーション計画書等に記録すること。 

（12） サービス提供体制強化加算について 

① 訪問看護と同様であるので、４（25）②及び③を参照のこと。 

② （略） 

（13） （略） 

６ 居宅療養管理指導費 

（１） 単一建物居住者の人数について 

居宅療養管理指導の利用者が居住する建築物に居住する者のうち、同一月の利用者数を「単

一建物居住者の人数」という。 

単一建物居住者の人数は、同一月における以下の利用者の人数をいう。 

ア 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、マン

ションなどの集合住宅等に入居又は入所している利用者 

イ 小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、認知症対応型共同生活介護、複合型

サービス（宿泊サービスに限る。）、介護予防小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限

る。）、介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている利用者 

ただし、ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユ

ニットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を、単一建物居住者の人数とみなすこと

ができる。また、１つの居宅に居宅療養管理指導費の対象となる同居する同一世帯の利用者が

２人以上いる場合の居宅療養管理指導費は、利用者ごとに「単一建物居住者が１人の場合」を

算定する。さらに、 居宅療養管理指導費について、当該建築物において当該居宅療養管理指

導事業所が居宅療養管理指導を行う利用者数が、当該建築物の戸数の 10％以下の場合又は当該

建築物の戸数が 20 戸未満であって、当該居宅療養管理指導事業所が居宅療養管理指導を行う利

用者が２人以下の場合には、それぞれ「単一建物居住者が１人の場合」を算定する。 

（２） 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的な医学的

管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員（指定居宅介護支援事業者により指定居

宅介護支援を受けている居宅要介護被保険者については居宅サービス計画（以下６において

「ケアプラン」という。）を作成している介護支援専門員を、特定施設入居者生活介護、小

規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又

は看護小規模多機能型居宅介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をいう。

以下６において「ケアマネジャー」という。）に対するケアプランの作成等に必要な情報提

居宅サービス計画の提供を依頼し、社会参加等に資する取組の実施状況を確認するとともに、

電話等を用いて、前記と同様の内容を確認すること。 

 ⑥ 「３月以上継続する見込みであること」の確認に当たって得られた情報については、訪問

リハビリテーション計画等に記録すること。 

（９） サービス提供体制強化加算について 

① ４（24）②及び③を参照のこと。 

② （略） 

（10） （略） 

６ 居宅療養管理指導費 

（１） 同一建物居住者について 

 

 

同一建物居住者とは、以下の利用者をいう。 

ア 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、マン

ションなどの集合住宅等に入居又は入所している複数の利用者 

イ 小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、認知症対応型共同生活介護、複合型

サービス（宿泊サービスに限る。）、介護予防小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限

る。）、介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている複数の利用者 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画的かつ継続的な医学的

管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専門員（指定居宅介護支援事業者により指定居

宅介護支援を受けている居宅要介護被保険者については居宅サービス計画（以下６において

「ケアプラン」という。）を作成している介護支援専門員を、特定施設入居者生活介護、小

規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又

は看護小規模多機能型居宅介護の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をいう。

以下６において「ケアマネジャー」という。）に対するケアプランの作成等に必要な情報提

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12 年３月１日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）（抄） 

傍線の部分は改正部分 
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供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方

法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。ケアマネジャーへの情報提供がない

場合には、算定できないこととなるため留意すること。 

また、利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者

又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上での情

報提供及び助言を行うこととする。 

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」又は「施設入居

時等医学総合管理料」を当該利用者について算定した場合には、当該医師に限り居宅療養管

理指導費（Ⅱ）を算定する。 

②～⑤ （略） 

（３） 薬剤師が行う居宅療養管理指導について 

①～④ （略） 

⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録に、少な

くとも以下のア～ツについて記載しなければならない。 

ア 利用者の基礎情報として、利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の番

号、住所、必要に応じて緊急時の連絡先等 

イ 処方及び調剤内容として、処方した医療機関名、処方医氏名、処方日、処方内容、調剤

日、処方内容に関する照会の内容等 

（削る） 

ウ 利用者の体質、アレルギー歴、副作用歴、薬学的管理に必要な利用者の生活像等 

（削る） 

エ 疾患に関する情報として、既往歴、合併症の情報、他科受診において加療中の疾患 

オ 併用薬等（要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。）

の情報及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況等 

カ 服薬状況（残薬の状況を含む。） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

キ 副作用が疑われる症状の有無（利用者の服薬中の体調の変化を含む。）及び利用者又は

その家族等からの相談事項の要点 

（削る） 

 

ク～ス （略） 

⑥～⑮  （略） 

供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方

法等についての指導及び助言を行った場合に算定する。ケアマネジャーへの情報提供がない

場合には、算定できないこととなるため留意すること。 

また、利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に応じて、利用者

又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業者等に介護サービスを提供する上での情

報提供及び助言を行うこととする。 

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理料」を当該利用者に

ついて算定した場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費（Ⅱ）を算定する。 

 

②～⑤ （略） 

（３） 薬剤師が行う居宅療養管理指導について 

①～④ （略） 

⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録に、少な

くとも以下のア～ツについて記載しなければならない。 

ア 利用者の氏名、生年月日、性別、介護保険の被保険者証の番号、住所、必要に応じて緊急

時の連絡先等の利用者についての記録 

イ 処方した医療機関名及び処方医氏名、処方日、処方内容等の処方についての記録 

ウ 調剤日、処方内容に関する照会の要点等の調剤についての記録 

エ 利用者の体質、アレルギー歴、副作用歴等の利用者についての情報の記録 

オ 利用者又はその家族等からの相談事項の要点 

（新設） 

（新設） 

 

 

カ 服薬状況 

キ 利用者の服薬中の体調の変化 

ク 併用薬等（一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。）の情報 

ケ 合併症の情報 

コ 他科受診の有無 

サ 副作用が疑われる症状の有無 

 

シ 飲食物（現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。）

の摂取状況等 

ス～ツ （略） 

⑥～⑮  （略） 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12 年３月１日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）（抄） 

傍線の部分は改正部分 
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（４） 管理栄養士の居宅療養管理指導について 

① 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、居宅で療養を行っており、通院による療

養が困難な利用者について、医師が当該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供す

る必要性を認めた場合又は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合であって、

当該医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、作成した栄養ケア計画を患

者又はその家族等に対して交付するとともに、当該栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情

報提供及び栄養食事相談又は助言を 30 分以上行った場合に算定する。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

②～④ （略） 

⑤ 心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消

化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下

している患者に対する低残渣食並びに高度肥満症（肥満度が＋40％以上又はＢＭＩが30以上）

の患者に対する治療食を含む。なお、高血圧の患者に対する減塩食（食塩相当量の総量が 6.0

グラム未満のものに限る。）及び嚥下困難者（そのために摂食不良となった者も含む。）の

ための流動食は、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、介護福祉施設サービス、介護

保健施設サービス、介護療養施設サービス、介護医療院サービス及び地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の療養食加算の場合と異なり、居宅療養管理指導の対象となる特別食

に含まれる。 

（５） 歯科衛生士等の居宅療養管理指導について 

①～③ （略） 

④ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、医療機関に勤務する歯科衛生士等が、

当該医療機関の歯科医師からの指示、管理指導計画に係る助言等（以下「指示等」という。）

を受け、居宅に訪問して実施した場合に算定する。なお、終了後は、指示等を行った歯科医

師に報告するものとする。 

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、交付した管理指導計画を当該記録に添付す

る等により保存するとともに、指導の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問

日、指導の開始及び終了時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医

師からの指示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師の診療開始及び終了

時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行った歯科医師に報告する。 

⑥～⑧ （略） 

（６）・（７） （略） 

（８）  イ注４、ロ注３、ハ注４、ニ注３、ホ注３について 

訪問介護と同様であるので、２（17）②～④を参照されたい。 

（９） イ注５、ロ注４、ハ注５、ニ注４、ホ注４について 

医科診療報酬点数表 C000 往診料の注４、C001 在宅患者訪問診療料の注９又は歯科診療報酬点

（４） 管理栄養士の居宅療養管理指導について 

① 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、居宅で療養を行っており、通院による療

養が困難な利用者について、医師が当該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供す

る必要性を認めた場合又は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合であって、

当該医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、栄養ケア計画を作成した当

該計画を患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該栄養ケア計画に従った栄養管

理に係る情報提供及び栄養食事相談又は助言を 30 分以上行った場合に算定する。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

②～④ （略） 

⑤ 心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰瘍食、侵襲の大きな消

化管手術後の患者に対する潰瘍食、クローン病及び潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下

している患者に対する低残渣食並びに高度肥満症（肥満度が＋40％以上又はＢＭＩが30以上）

の患者に対する治療食を含む。なお、高血圧の患者に対する減塩食（食塩相当量の総量が 6.0

グラム未満のものに限る。）及び嚥下困難者（そのために摂食不良となった者も含む。）の

ための流動食は、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費、介護福祉施設サービス、介護

保健施設サービス、介護療養施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

の療養食加算の場合と異なり、居宅療養管理指導の対象となる特別食に含まれる。 

 

（５） 歯科衛生士等の居宅療養管理指導について 

①～③ （略） 

④ 歯科衛生士等の行う居宅療養管理指導については、医療機関に勤務する歯科衛生士等が、

当該医療機関の歯科医師からの直接の指示、管理指導計画に係る助言等（以下「指示等」と

いう。）を受け、居宅に訪問して実施した場合に算定する。なお、終了後は、指示等を行っ

た歯科医師に直接報告するものとする。 

⑤ 歯科衛生士等は実地指導に係る記録を作成し、交付した管理指導計画を当該記録に添付す

る等により保存するとともに、指導の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、訪問

日、指導の開始及び終了時刻、指導の要点、解決すべき課題の改善等に関する要点、歯科医

師からの指示等、歯科医師の訪問診療に同行した場合には当該歯科医師の診療開始及び終了

時刻及び担当者の署名を明記し、指示等を行った歯科医師に報告する。 

⑥～⑧ （略） 

（６）・（７） （略） 

（新設） 

 

 （新設） 

 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に

要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 12 年３月１日老企第 36 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）（抄） 

傍線の部分は改正部分 


